
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猛暑が続いておりますが皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？ 

熱中症が大変心配されております。 
私たちの身体は約 55～60％が水分。体重の 2％の水分が失われると脱水状態になり、のどの

渇きを激しく感じ始めるといいます。汗をかく夏は運動をしていなくても早めに水分補給をす
ることが大事です。室内の温度や湿度が高いときは、適度にエアコンや扇風機を活用するとよ
いそうです。まだ暑い日が続きますが、どうか元気で乗り切って頂きたいと思います。 

下記の問いが正しければ「○」 間違っていれば「☓」としてください。 
 

 問    題 ○又は☓ 

問
１ 

税金を滞納していた時、死亡事故が発生してしまいました。保険金は税金
とは関係ないので「保険金受取人」が全額うけとれます。 

 

問
２ 

大腸の内視鏡による健康診断でポリープがあったので取ってもらいまし
た。残念ながら入院していないので給付金はもらえないと思います。 

 

問
３ 

新年会の帰りに飲酒運転で事故を起こし不幸にも亡くなってしまいまし
た。酔っ払い運転中の事故は免責となっているので保険金はおりません。 

 

問
４ 

ガン保険に加入していてガンと診断されました。診断給付金受取人は妻と
なっていましたが、昨年離婚していました。受取人変更届けをだせば本人が
診断給付金を受け取ることができます。 

 

問
５ 

 お母さんを受取人とした保険に加入していました。その後お母さんは死
亡，本人も病気で相次いで死亡。すでに父も両親の親（祖父母）もそれぞれ
死亡しています。この人は未婚で子供はいません。異母兄弟が二人いました
が、会ったことはありませんでした。しかし、保険金はその二人の異母兄弟
が受け取る権利を持ちます。 

 

答えは次ページをご覧ください。 

今月のテーマは，「保険金に対する疑問を解消して スッキリしましょう」です。 
 

「えええっ・・・そうなんですか？？？」って 
知らなかったでは済まされませんよ～！！！ 
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この二人に支払われます 

死亡 死亡 死亡 死亡 

死亡 死亡 平成 15 年 9 月 1 日 85 歳で死亡 

平成 16 年 8 月 31 日 46歳で死亡 

問いの答え 
問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 
☓ ☓ ☓ ☓ ○ 

 

◆解 説 
問１：答えは☓で受け取れません。 

日本国憲法で規定する国民の三大義務の一つに納税の義務(第 30条)があります。 
   国民は、「法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とあります。その法律は国税

徴収法といいます。税務署から必ず通告がされますので、無視していると差し押さえに
なります。従って、保険金は受取人より先に税務署が受け取り、残金があれば保険金受
取人に支払われます。但し入院給付金や手術給付金は、生存している被保険者がもらえ
ます。延滞税は異常に高く14.6％なので気をつけましょう。 

 
問２：答えは☓で受け取れます。 

約款では手術給付金の対象となっています。入院していないからとか、健康診断だった
から駄目だと思われるかも知れませんが、大丈夫です。給付されます。 

 
問３：答えは☓で保険金はもらえます。 

生命保険の場合は免責事由には該当しないので保険金は支払われます。免責事由とは 
   1、責任開始日からその日を含めて自殺免責期間内の自殺  2、保険契約者または受取

人の故意によるもの、3、戦争その他の変乱 
 
問４：答えは☓で受け取れません。 
   受取人変更は，その時点から将来にわたってその効力が発生します。すでに支払い事由

が発生している「ガン診断給付金」については医師が診断確定した日をもって支払事由
が発生します。従って受取人となっていた人（離婚した妻）が受け取る権利を持ちます。
ただし受取人変更後に手術や入院をした場合には新しい受取人が受け取れます。 

 
問５：答えは○で受け取れます。 
   直系尊属が生存していない場合、異母兄弟が「法定相続人」となるのでこの二人に支払

われます。両親と両親の親、全ての死亡届けが記載されている戸籍謄本と異母兄弟の 
戸籍謄本、印鑑証明書等、保険会社が求める必要書類を揃える必要があります。 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
※相続の順位は妻・子･親となります。 

「直系尊属」とは直系血族の中で、自分よりも先の世代にある者（父母・祖父母・曾祖父母…）のことを直系尊属

という。自分より後の世代に属する者を｛卑属｝という。これ以外の親族を「傍系」という。（兄弟、甥，姪など） 

 
 
 

……  「ストレスか？」聞かれる上司が その原因  …… サラリーマン川柳より 

解らないことがありましたら麻田まで気兼ねなくお電話下さい。 

※保険金は約款上均等割合となります。 


